


2024年12月12日（木）

第１分科会　社会的養護実践における家庭支援
第２分科会　社会的養護実践における生活支援
第３分科会　社会的養護実践における心理治療
第４分科会　社会的養護実践における施設運営
第５分科会　社会的養護実践における自立支援

大会長　阪野　学（四條畷学園短期大学　教授）

　こども基本法が制定され「こどもまんなか」を謳い文句にこども家庭庁が発足し２年目を迎えた。行政

においては、こども計画が策定され「こども施策」が推進されている。こども計画の策定において肝とな

るのは「子ども等の意見」の反映である。

　社会的養護においてもこれまで様々な子どもの権利擁護の取り組みが行われてきた。本研究大会におい

ては、システムやかたちだけでない子どもたちの声に真摯に耳を傾け真の子どもの権利擁護について考え

る機会としたい。

                                                                                   

大会参加申込みフォーム、メール、ＦＡＸで送信してください。
ＦＡＸの場合は下記にご記入のうえ、切り取らずに送信してください。

（　　　）総会　　

（　　　）基調講演・分科会

（　　　）昼食　（お茶付弁当）

参加項目　　〇をつけてください

会員 ・ 非会員 ・ 学生
   （いずれかに〇）

送信先ＦＡＸ番号　03-5211-2859申込方法

連絡先
住所

所属

氏名

職名

https://forms.gle/fcX3q4aeCDZ981nv6

https://forms.gle/wHGwuNbwAf4Vmufe9

https://forms.gle/fcX3q4aeCDZ981nv6
https://forms.gle/wHGwuNbwAf4Vmufe9

